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Ⅰ．はじめに

　大学には多様な学生が在籍し，必要と考えられ
る支援を行っている。障害学生への支援は「合理
的配慮」として，授業・教材・試験等における教
務的配慮や学生相談・保健管理等に関することな
どを相談・調整して進めていく１-４）。
　一方，近年日本学生支援機構の全国調査の報
告５）にもあるように，障害の種別は，内部障害，
精神障害，発達障害等の割合が多くなっており，
個人差も大きく，支援範囲も様々であり，授業や
試験における配慮・支援とともに，健康やメンタ
ルヘルス面での支援など，ケース・バイ・ケース
の状況が多くなっている。大学における修学支援
の向上のために，特に内部障害，精神障害，発達
障害等の学生の支援，合理的配慮の，より適切な

内容と方法について明らかにすることが重要であ
る６-８）。
　本研究では，障害学生支援における合理的配慮
の内容について関係者間でどの程度一致し，合意
形成が可能であるかの基礎データを得るために，
仮想事例に対する支援内容・範囲の妥当性を，支
援を行う側から見て評価し，検討した。

Ⅱ．対象と方法

　障害学生支援または保健管理に携わるスタッフ
に，仮想事例に対する支援内容例について，合理
的配慮としての妥当性・必要性を評価してもらっ
た。
　対象は，保健管理施設のスタッフ３名，障害学
生支援施設のスタッフ２名である。いずれも学生
支援の経験年数は10年以上である。
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　方法は，まず，仮想事例と合理的配慮としての
支援内容例を作成した。障害学生の仮想事例とし
ては，５事例（聴覚，肢体不自由，発達障害２例，
内部障害）を作成した。仮想事例は，１．聴覚障
害例（高度難聴，補聴器使用中），２．肢体不自
由例（車いす使用，手が震えて文字がうまく書け
ない），３．発達障害例１（注意散漫，落ち着き
がない，指示を守れない），４．発達障害例２（コ
ミュニケーション障害，社会性の障害，聴覚過敏），
５．内部障害例（糖尿病で自己注射をしている，
２週に１回病院に通う，筆記，移動は支障がない。）
とした。
　発達障害については注意欠如・多動性障害

（ADHD）を想定した不注意・多動性・衝動性の
事例３と，自閉症スペクトラム障害（ASD）を
想定した社会性・コミュニケーション反応の障
害，感覚刺激に対する過敏の事例４を作成した。
　合理的配慮の内容としては，授業の情報保障，
欠席時の対応，履修基準に関わること，連絡，実
習（教育実習，臨床実習），グループ学習・実験，
試験，生活支援にも係ること，課外活動，研修会
などについて計81の支援内容を作成した。５事例
において，81の支援内容が合理的配慮として妥当
かどうかの採点を行った。採点は９段階評価で，

「妥当でない・適切でない・不適当」が１点， 「妥
当である・適切である・適当である」が９点，中
央値を５点として，それぞれのスタッフが独立し
て絶対評価をした。
　支援の種類は（ア）授業の情報保障等，（イ）
欠席時の対応等，（ウ）履修基準に関わること等，

（エ）連絡等，（オ）実習（教育実習，臨床実習）等，
（カ）グループ学習・実験等，（キ）試験等，（ク）
生活支援にも係ること等，（ケ）課外活動等，（コ）
研修会等であり，その具体的内容を以下に示す。

（ア）授業の情報保障等13支援例：IC レコーダー
による授業の録音，録音音声のテキスト化，板書
を撮影する，板書に書いた内容を資料でほしい，
授業ノートのコピーがほしい，配布資料のテキス
トデータがほしい，非常勤講師の授業スライドが
ほしい，ビデオ教材字幕付け・文字起こし，手話
通訳の配置，話者の口元が見える状態での授業の

実施，要約筆記者を配置してほしい，資料はすべ
て拡大コピーでほしい，ポイントテイカー（代筆
者）を１名配置する。

（イ）欠席時の対応等11支援例：欠席した授業の
IC レコーダーによる録音，欠席授業の補習，欠
席時の講義資料等の提供，欠席時の資料配布及び
出席に代わる課題提出，欠席が多くても試験を受
けられること，病院受診のための欠席時には講義
の資料が欲しい，授業中に体調を崩した場合は，
退室しやすいように配慮する。体調不良により遅
刻・欠席する可能性についてあらかじめ考慮して
おく。体調不良で連絡できずに欠席した場合も，
後日授業内容に関する質問に対応する等の配慮を
行う。授業中の服薬・給水を許可する。移動の不
自由により，休憩時間を多く必要とするため遅刻
の可能性に配慮する）。

（ウ）履修基準に関わること等12支援例：授業の
代替措置，介助者が授業に出ること，介助者の入
構，補習をしてほしい，学習指導（レポート作成
等），授業中の途中退席を認める，別室での個別
授業を希望する，個別ガイダンスをしてほしい，
遅刻に対する配慮をしてほしい，授業内容の変更
を希望する，レポート課題の期限延長，授業の終
わりに教員が授業内容の確認。

（エ）連絡等７支援例：情報収集支援（行事案内
の個別送付をしてほしい），情報収集支援（休講
情報の個別連絡をしてほしい），重要事項（試験
日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可能
な限り，学生電子情報連絡システム（以下，「情
報システム」）への掲示又は文書（板書，配布資料）
で明示する。急な予定変更がある場合は，可能な
限り，変更内容を具体的に記した文書（板書，配
布資料等）で通知する。事前に作業工程，制限時
間，注意事項等を，文書（板書，配布資料等）で
具体的に明示する。教室移動やレポート提出期限
の直前にメール又は電話で本人に知らせてほし
い。不登校で本人が支援申請や配慮の相談をする
ことができないため保護者が代理で申請や配慮願
い手続きを行いたい。

（オ）実習（教育実習，臨床実習）等８支援例：
学外実習への移動支援，教育実習・診療実習先へ
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の支援者の配置，実習・実技の免除，学習上のス
ケジューリング支援，教育実習先での居場所確保，
途中退席の場合の配慮（欠席扱いにならない），
教育実習に手話通訳の配置。

（カ）グループ学習・実験等５支援例：共同でで
きないので別室で一人でしたい，メールやチャッ
トで討論してほしい，テーマをかえてほしい，補
助者を付けてほしい，指示は文字や紙でほしい。

（キ）試験等７支援例：試験時の PC による回答，
試験時の代筆者による回答，試験時間延長1.3倍，
別室受験，試験の代わりにレポートにしてほしい，
不安のため試験を免除してほしい，授業中の配慮
が不十分のため成績が悪かったので成績を見直し
てほしい。

（ク）生活支援にも係ること等15支援例：朝起き
ることができないのでモーニングコールをしてほ
しい，居場所の確保，送り迎え（バス停から教室
まで），通学支援（自動車通学許可），通学支援（専
用駐車場の確保），通学支援（自宅から大学まで
１km であるが，通学支援として付き添いをお願
いしたい），導尿セットの預かり，トイレ等に手
すり等の設置，多目的トイレの設置，排泄介助を
して欲しい，支援機器の貸し出し，行政サービス
等，学外機関の紹介・橋渡し，申請，書類作成等
に関する助言，就労移行支援事業所と連携して，
就労移行支援を行う。発達障害者支援センターと
連携して，修学支援を行う。

（ケ）課外活動等２支援例：課外活動の手話通訳，
移動の介助。

（コ）研修会等１支援例：障害理解のために，保
護者が指定する講習を関係教職員に受講してほし
い。支援に関係する学生教職員に啓発講習会を開
催してほしい。
以上が支援例の内容である。

Ⅲ．結　果

　仮想事例５例におけるそれぞれ81支援内容例の
評価結果より，５名の平均値が５点以上となった
支援内容例を仮想事例別にまとめた（表１−４）。
点数が高いほど必要性が高いと判断した者が多い
ことになる。その中でも7.5点以上には「#」を付

けた（7.5は５から10の中央）。また，回答者の最
小点と最大点に８点以上の差がある場合に $ を付
けた。
　いずれの仮想事例にも共通してみられたのは，

「病院受診（障害に関する）のための欠席時には
講義の資料が欲しい」，「重要事項（試験日程，提
出課題，休講情報，教室変更等）は可能な限り，
情報システムへの掲示又は文書（板書，配布資料）
で明示する。」，「急な予定変更がある場合は，可
能な限り，変更内容を具体的に記した文書（板書，
配布資料等）で通知する。」であった。それぞれ
の仮想事例別に示すと次の通りである。
１． 仮想事例１聴覚障害例（高度難聴，補聴器使

用中）（表１）
　　 　授業における情報保障に関する必要性，連

絡情報伝達における必要性，実習等での支援
者の必要性がみられた。

２． 仮想事例２肢体不自由例（車いす使用，手が
震えて文字がうまく書けない）（表２）

　　 　移動の介助の必要性と，授業の情報保障と
してデータ提供，試験時間の延長。生活支援
に掛かる配慮の点数が多かった。

３． 仮想事例発達障害例１（注意散漫，落ち着き
がない，指示を守れない）及び，仮想事例発
達障害例２（コミュニケーション障害，社会
性の障害，聴覚過敏）（表３）

　　 　欠席時の対応，履修基準にかかること，連
絡等におけること，生活支援に関することが
多かった。

４． 仮想事例内部障害例（糖尿病で自己注射をし
ている，２週に１回病院に通う。筆記，移動
は支障がない。）（表４）

　　 　情報保障的には問題がなく，欠席時や重要
情報の連絡方法に関する支援であった。

Ⅳ．考　察

　大学には年齢，国籍，社会経験など多様な学生
が在籍しており，相談窓口を設け，大学は必要と
考えられる支援を行っている。現在本邦は「障害
者の権利に関する条約」に批准し，障害者への支
援は「合理的配慮」として考えることが多い１-３）。
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支援の種類 内　　容 平均値

（ア）授業の情報保障等

IC レコーダーによる授業の録音 6.2
録音音声のテキスト化 7.2
授業ノートのコピーがほしい 6.0
ビデオ教材字幕付け・文字起こし 8.4
手話通訳の配置 6.4
話者の口元が見える状態での授業の実施） 8.2
要約筆記者を配置してほしい 6.8

（イ）欠席時の対応等 病院受診のための欠席時には講義の資料が欲しい 5.2

（ウ） 履修基準に関わる
こと等

授業の代替措置 6.6
授業内容の変更を希望する 5.2
授業の終わりに教員が授業内容の確認 5.0

（エ）連絡等

重要事項（試験日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可能な限
り，情報システムへの掲示又は文書（板書，配布資料）で明示する。

7.8

急な予定変更がある場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記した
文書（板書，配布資料等）で通知する。

7.6

事前に作業工程，制限時間，注意事項等を，文書（板書，配布資料等）
で具体的に明示する。

5.6

（オ） 実習（教育実習，
臨床実習）等

教育実習・診療実習先への支援者の配置 6.2
教育実習に手話通訳の配置 5.8

（カ） グループ学習・ 
実験等

メールやチャットで討論してほしい 5.2
補助者を付けてほしい 6.0
指示は文字や紙でほしい 7.4

（ク） 生活支援にも係る
こと等

支援機器の貸し出し 7.8
就労移行支援事業所と連携して，就労移行支援を行う。 5.8

（コ）研修会等 支援に関係する学生教職員に啓発講習会を開催してほしい。 5.8

   5.0以上を掲載。7.5以上には # を付けた。また，回答者の最小点と最大点に８点以上の差がある場合に $ を付けた。

#

#

$

#

#

#

表１．仮想事例聴覚障害の場合の支援内容と評価点数平均値
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支援の種類 内　　容 平均値

（ア） 授業の情報保障等

IC レコーダーによる授業の録音 5.8   
板書を撮影する 7.2
板書に書いた内容を資料でほしい 7.0
授業ノートのコピーがほしい 5.4
ポイントテイカー（代筆者）を１名配置する。 5.6

（イ） 欠席時の対応等
病院受診のための欠席時には講義の資料が欲しい 5.2
移動の不自由により，休憩時間を多く必要とするため遅刻の可能性に
配慮する

8.2

（ウ） 履修基準に関わる
こと等

授業の代替措置 5.6
介助者が授業に出ること 6.8
介助者の入構 7.4
遅刻に対する配慮をしてほしい 5.4
レポート課題の期限延長 5.4

（エ） 連絡等

重要事項（試験日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可能な限
り，情報システムへの掲示又は文書（板書，配布資料）で明示する。

5.6   

急な予定変更がある場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記した
文書（板書，配布資料等）で通知する。

5.2   

（オ） 実習（教育実習，
臨床実習）等

学外実習への移動支援 6.4
教育実習・診療実習先への支援者の配置 6.0
実習・実技の免除 5.8

（カ） グループ学習・ 
実験等

補助者を付けてほしい 5.6   
試験時の PC による回答 6.6

（キ） 試験等
試験時の代筆者による回答 6.0
試験時間延長１．３倍 8.4   

（ク） 生活支援にも係る
こと等

通学支援（自動車通学許可） 8.0   
通学支援（専用駐車場の確保） 8.0   
トイレ等に手すり等の設置 8.2   
多目的トイレの設置 8.2   
排泄介助をして欲しい 5.6
支援機器の貸し出し 7.0
行政サービス等，学外機関の紹介・橋渡し 5.8
就労移行支援事業所と連携して，就労移行支援を行う。 5.8

（コ） 研修会等 支援に関係する学生教職員に啓発講習会を開催してほしい。 5.8

   5.0以上を掲載。7.5以上には # を付けた。また，回答者の最小点と最大点に８点以上の差がある場合に $ を付けた。

$

$

$

$

#
#
#
#
#

表２．仮想事例肢体不自由の場合の支援内容と評価点数平均値

総合保健科学33巻_まとめ.indb   55 17/03/27   12:24



― 56 ―

総合保健科学　第33巻　2017

支援の種類 内　　容 平均値
１

平均値
2

（ア） 授業の情報保
障等

IC レコーダーによる授業の録音 5.2 5.2
板書を撮影する 5.4 -
板書に書いた内容を資料でほしい 5.0 -

（イ） 欠席時の対応
等

病院受診のための欠席時には講義の資料が欲しい 5.0 5.0
授業中に体調を崩した場合は，退室しやすいように配慮する。 5.4 6.2
体調不良により遅刻・欠席する可能性についてあらかじめ考慮して
おく。 5.4 6.6

体調不良で連絡できずに欠席した場合も，後日授業内容に関する質
問に対応する等の配慮を行う。 5.4 6.2

授業中の服薬・給水を許可する。 - 5.2

（ウ） 履修基準に関
わること等

授業の代替措置 - 6.0
学習指導（レポート作成等） 5.4 5.8
授業中の途中退席を認める - 6.0
個別ガイダンスをしてほしい 6.0 7.0
授業内容の変更を希望する - 5.6
レポート課題の期限延長 6.0 5.8

（エ） 連絡等

重要事項（試験日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可能な限 
り，情報システムへの掲示又は文書（板書，配布資料）で明示する。 7.4 7.4

急な予定変更がある場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記し
た文書（板書，配布資料等）で通知する。 7.2 7.2

事前に作業工程，制限時間，注意事項等を，文書（板書，配布資料
等）で具体的に明示する。 6.8 7.2

不登校で本人が支援申請や配慮の相談をすることができないため保
護者が代理で申請や配慮願い手続きを行いたい。 5.2 5.2

（オ） 実習（教育実
習， 臨 床 実
習） 等

学習上のスケジューリング支援 7.0 7.0
教育実習先での居場所確保 6.0 6.4
共同でできないので，別室で一人でしたい - 5.2

（カ） グループ学習 
・実験等 指示は文字や紙でほしい 7.2 7.4

（キ） 試験等
試験時間延長１．３倍 5.8 5.0
別室受験 6.0 7.4

（ク） 生活支援にも
係ること等

居場所の確保 6.0 6.8
行政サービス等，学外機関の紹介・橋渡し 6.2 6.2
申請，書類作成等に関する助言 5.8 6.2
就労移行支援事業所と連携して，就労移行支援を行う。 6.8 6.8
発達障害者支援センターと連携して，修学支援を行う。 7.2 7.2

（コ） 研修会等 支援に関係する学生教職員に啓発講習会を開催してほしい。 7.0 7.0

   5.0以上を掲載。7.5以上には # を付けた。また，回答者の最小点と最大点に８点以上の差がある場合に $ を付けた。

$ $

$

$

$

$

表３．仮想事例発達障害（1，2）の場合の支援内容と評価点数平均値
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支援の種類 内　　容 平均値

（イ） 欠席時の対応等

欠席時の資料配布及び出席に代わる課題提出 5.4
病院受診のための欠席時には講義の資料が欲しい 6.2
授業中に体調を崩した場合は，退室しやすいように配慮する。 7.6
体調不良により遅刻・欠席する可能性についてあらかじめ考慮してお
く。

8.0

体調不良で連絡できずに欠席した場合も，後日授業内容に関する質問
に対応する等の配慮を行う。

6.0

授業中の服薬・給水を許可する。 8.0
（ウ） 履修基準に関わる

こと等 授業中の途中退席を認める 5.6

（エ）連絡等

重要事項（試験日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可能な限
り，情報システムへの掲示又は文書（板書，配布資料）で明示する。

5.2

急な予定変更がある場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記した
文書（板書，配布資料等）で通知する。

5.2

（ク） 生活支援にも係る
こと等 導尿セットの預かり 5.2

   5.0以上を掲載。7.5以上には # を付けた。また，回答者の最小点と最大点に８点以上の差がある場合に $ を付けた。

#

#

#

$

$

表４．仮想事例内部障害の場合の支援内容と評価点数平均値

　大学での合理的配慮とは，「修学上必要な支援
を行うが，均衡を失しない変更・調整で，過度の
負担を課さないもの」であり，また，高等教育機
関としての観点からは，教育の質を保ち，評価基
準を変えないことが重要である１，２）。具体的にど
のような配慮が必要かについては，本人の希望も
含め，相談，調整が必要である。
　近年，日本学生支援機構の全国調査の報告５）

にあるように，障害の中でも，内部障害，精神障
害，発達障害等の割合が多くなり，個人差も大き
く，必要な支援の範囲も様々である。授業におけ
る支援とともに，健康に関する支援，メンタルヘ
ルス的支援なども，ケース・バイ・ケースであっ
たり６-８），周囲の多様性への理解や共生環境の重
要性など９）多様な対応が求められる。
　我々は，障害学生支援を保健管理の立場から見
て「教務支援」と「健康支援」にわけることを既
に報告した６）。「教務支援」は，教育・学習に直

接関係する支援で，授業支援，情報保障，試験の
特別措置など，全学体制を整備し，一定基準で行
う体系的支援である６）。一方，「健康支援」は，
個別のニーズ・状態に対応する個別支援であり，
必ずしも健康そのものに限らない場合「心身支援」
ともいえる。また，山本ら８）は視覚・聴覚・肢
体不自由等の「従来型ニーズ」に比べ，発達障害，
病弱虚弱，その他での「潜在型ニーズ」が増加し
ているとした。
　教育・学習に直接関係する「教務支援」は，比
較的基準も明確といえる。しかし，内部障害・精
神障害・発達障害などの場合は，個人差も日によ
る変化も大きく，従来の教務支援が不要な事例や，
支援の申請もなく，個別支援としての対応が主と
なる例も多い。その病態・疾患は，様々な疾病，
機能性疾患，精神疾患，発達障害など様々である。
これらの事例では，個別対応を行っていることも
多く，配慮すべき内容や範囲に苦慮する場合も多
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い。このような背景の中，適切な合理的配慮を行
うための課題として，支援のための合理的配慮の
内容，基準を明らかにすることが必要である。そ
の基礎データとして，今回の検討では，５名の学
生支援担当教員による仮想事例の支援内容への妥
当性の評価をみた。この検討では，平均５点以上
の妥当性の評価の得られた支援内容を見た。
　まず今回の仮想事例１は「聴覚障害例」である。
基本的な支援として情報保障が必要なことは明ら
かであり，評価としても授業，実習，グループ学
習，実験等に連絡における情報保障が多かった。
この結果の比較として，日本学生支援機構の平成
17年度（2005年度）から平成25年度の調査報告の
まとめ５）を見た。そこにおける，支援内容を見
ると，「聴覚・言語障害」の授業支援の内容は支
援実施の多い順に「ノートテイク55.8％」，「教室
内座席配慮47.5％」，「パソコンテイク38.4％」で
あった。経年推移では「ノートテイク」は減少傾
向で「パソコンテイク」が増加し，一方，「手話
通訳」については，外部の支援者が支援を実施し
ている学校が多いとされた５）。
　「肢体不自由例」では，車いす使用に加え，文
字がうまく書けないことという条件を付した。結
果として，情報保障，介助者，補助者等の必要性
が見られた。全体でみても，評価点数の高い支援
も多く，評価者の一致度も高いと考えられた。実
際の場合にも，支援内容についての合意が得やす
く，判断しやすいともいえた。
　学生支援機構のまとめ５）では，「肢体不自由」
の授業支援の内容は「教室内座席配慮58.1％」，「使
用教室配慮」「実技・実習配慮」51.0％，「専用机・
イス・スペース確保」49.3％などと，多くがハー
ド面に関する支援となっていた。支援者が実施す
るものとしては，「ガイドヘルプ10.8％」「ノート
テイク8.0％」などとされた５）。
　発達障害例として２例を作成した。一つは「注
意散漫，落ち着きがない，指示を守れない。」で
あり，もう一つは「コミュニケーション障害，社
会性の障害，聴覚過敏」とした。実際の発達障害
では，個人差多様性も大きいため，ここでも２パ
ターンを仮想事例とした。両者における支援の評

価は表３にまとめた。これまでの例に比べ，情報
保障が少なくなり，欠席時の対応，履修基準に掛
かることの対応が増えた。一方のみに評価が５点
以上となった支援が７種類あった。また，発達障
害例においては，7.5以上の項目がなかった。発
達障害例における支援の内容は実施する側からみ
ても，ばらつく傾向が見られた。このたびの評価
には，回答者の経験の影響も考えられることから，
障害や支援の内容が事例ごとに差異が大きいこと
が示唆された。なおカウンセリングの実施は我々
には日常業務の範囲でもあるため，今回の支援内
容の中にはあえてあげていない。
　学生支援機構のまとめ５）では，発達障害学生
への支援内容として，多くの学校で実施されてい
るのが，保護者との連携，学習指導，授業外のカ
ウンセリングであった。（５割台から８割台）。社
会的スキル指導も５割台と多くなっている。また，
授業担当者が合理的配慮を行うという教育型，保
障型のモデルよりは，専門家が授業外で支援する
クリニック型のモデルでの支援が主流になってい
ることを示している。授業支援を実施する学校は
今後増えていくと考えられるとしている。
　内部障害例では，筆記，移動は支障がないとし
ているので，欠席時の対応と連絡等についてあげ
られた５）。
　学生支援機構のまとめ５）では， 「病弱・虚弱」
の授業支援の内容は「実技・実習配慮」が37.2%
と最も高く，次いで「休憩室の確保」が31.7％で
あり，「その他」が31.0％と多く，より個別の状
況に即して支援を実施していることが読み取れ
た。
　ここで，仮想事例のいずれにも共通してあげら
れたのは，「病院受診（障害に関する）のための
欠席時には講義の資料が欲しい」，「重要事項（試
験日程，提出課題，休講情報，教室変更等）は可
能な限り，情報システムへの掲示又は文書（板書，
配布資料）で明示する。」，「急な予定変更がある
場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記した
文書（板書，配布資料等）で通知する。」であった。
病院受診については，障害そのものにかかるもの
であれば，公休に準じて授業内容が伝わるような
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配慮を望むものとも言えるが，点数は高くない事
から，個別に必要性を考えるべきものである。ま
た，重要事項と急な予定変更への文書連絡は聴覚
障害ならびに発達障害での評価点が高く，必要性
を示唆した。
　今回の検討は５名の評価者が仮想事例につい
て，支援内容の妥当性を評価したものであり，こ
れまでの経験や考え方の影響も見られると思われ
る。今回は合意形成を行うことが目的ではないが，
今後コンセンサス形成のためにデルファイ法に準
じた検討を行うための予備段階としての結果を報
告した。

Ⅴ．おわりに

　近年，支援の対象も，内容・範囲もますます多
様となっており，障害学生支援を，より効果的に
実施するためには，本人・関係者間での十分な相
談が重要である。ここでは，仮想事例に対しての
支援内容・範囲の妥当性について，障害学生支援
または保健管理に携わるスタッフに，不適当（１）
から適当（９）までの９段階で判定してもらう事
で，妥当性の検討を行った。
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